
柏ふるさと公園駐車場運営事業に関する基本協定書(案)
　柏市を甲とし，〇〇〇〇を乙とし，甲乙間において，柏ふるさと公園の駐車場の運営事業に関し，次のとおり基本協定（以下「本協定」という。）を締結する。
　（趣旨）
第１条　本協定は，柏ふるさと公園の駐車場（以下「本施設」という。）を有料駐車場施設として設置，管理及び運営する事業（以下「本事業」という。）について，甲乙が相互に協力し，本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
　（信義誠実の原則）
第２条　甲及び乙は，互いに協力し，信義を重んじ，対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
２　甲及び乙は，本施設の美観維持について協力するものとする。
　（事業区域及び管理区分）
第３条　本事業の対象区域は，別紙の駐車場平面図で示す赤枠内の範囲とする（以下「事業区域」という。）。
２　甲及び乙は，別表の管理区分に従い，本施設の維持，修繕その他必要な管理を実施するものとする。
３　乙は，柏ふるさと公園及びウェルネス柏駐車場運営事業者募集要領（以下「募集要領」という。），第６条の公園施設の設置又は管理に係る許可のために付された条件（以下「許可条件」という。）及び第７条による本事業の計画書（以下「事業計画書」という。）において定めた本事業の内容に従い，前項の規定による維持，修繕その他必要な管理を行うほか，事業区域内に設置された有料駐車場に係る営利事業の運営を実施するものとする。
４　前２項の規定にかかわらず，乙は，事業区域内において次の各号に定める役割を担うものとする。
　(1) 放置車両や長期駐車車両への対処
　(2) 本施設の利用者，近隣住民その他第三者からの苦情対応
  (3) 甲が設置を許可した乙の物件（全自動料金精算機，車番認証用カメラやゲート等，その他乙が本事業の実施のために要する物件）の保守，点検，不具合が発生したときの対応
　(4) 本施設の有料駐車場の利用における売上金（以下「売上金」という。）の回収，釣銭の補充及び消耗品の補充等
　(5) 必要に応じて清掃，廃棄物の回収及び処分を行い，常に良　好な環境を維持すること。
　(6) 異常を発見した場合，直ちに甲に報告すること。
５　本事業に係る甲乙のリスクの分担は，別表のとおりとする。
　（事業期間及び有効期間）
第４条　本事業の実施期間（以下「事業期間」という。）及び本協定の有効期間は，本協定の締結日から令和１３年３月３１日までとする。
　（法令等の遵守）
第５条　乙は，都市公園法（昭和３１年法律第７９号），柏市都市公園条例（昭和３２年柏市条例第１７号。以下「公園条例」という。）その他関係法令並びに本協定，募集要領及び事業計画書に従って本事業を実施するものとする。
２　本協定，募集要領，事業計画書及び許可条件の間に矛盾又は齟齬があるときは，許可条件，本協定，募集要領，事業計画書の順にその解釈が優先されるものとする。
３　前項の規定にかかわらず，事業計画書において募集要領を上回る水準が提案されているときは，事業計画書に示された水準によるものとする。
４　乙は，本施設の安全確保に努めるとともに，適正な維持管理・運営を行い，善良な管理者の注意をもって本施設を管理しなければならない。
５　乙は，本施設の利用者が公平かつ平等に本施設を利用できるよう十分に配慮するものとする。
６　乙は，甲から提供を受けて知り得た秘密を事業期間中のみならず，事業期間終了後においても第三者にもらしてはいけない。
７　乙は，自己の業務従事者その他関係者に同条３から６項の義務を遵守させなければいけない。
　（設置管理許可）
第６条　乙は，本事業の実施に当たって必要な物件の設置及び本施設の管理のために都市公園法第５条第１項に基づく公園施設の設置又は管理に係る許可（以下「設置管理許可」という。）を得なければならない。
　（事業計画書）

第７条　乙は，前条の設置管理許可の手続に当たって，あらかじめ次の事項を記載した令和８年度の本事業の実施に係る事業計画書を甲に提出し，甲の承認を受けなければならない。
　(1) 運営計画
　　ア　運営形態（利用に関する規定・利用料金など）
　　イ　安全対策（事故，防犯，保険の加入など）
　　ウ　周知広報（インターネット上の案内など）
　　エ　その他　（無料認証機等の貸与など）
　(2) 管理計画
　　ア　保守運用方針
　　イ　事業区域内の清掃
　　ウ　施設等の保守
　　エ　苦情要望への対応

　　オ　職員体制
２　乙は，前項の事業計画書のほか，各年度ごとに同項各号に掲げる内容を記載した事業計画書を，各年度の開始日の１か月前の日までに甲に提出し，甲の承認を受けなければならない。

　（事業報告書等）
第８条　乙は，事業計画書及び許可条件で定めるとおり，各月ごとに，貸付要件に掲げる「３事業者の義務・負担」のうち「３報告事項」の表中にある項目１及び項目２に定めた内容に沿って作成する報告書（以下「事業報告書」という。）を，電磁的記録によって，当該月の翌月の１５日までに甲に提出し，甲による履行の確認を受けなければならない。
２　乙は，各会計年度終了後速やかに，貸借対照表，損益計算書その他乙の財務の状況を知ることのできる書類を甲に提出しなければならない。
　（公園使用料）
第９条　事業期間中において公園条例第１６条第１項に基づき乙が甲に納めるべき設置管理許可に係る使用料（以下「使用料」という。）の総額は，金〇〇〇，〇〇〇円とし，次の表のとおり，乙は分割して甲が指定する各期日までに該当の期間に相当する使用料を甲に支払うものとする。
	四半期
	金額（消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。）

	令和８年４月１日から同年６月３０日まで
	金〇〇〇〇円

	令和８年７月１日から同年９月３０日まで
	金〇〇〇〇円

	令和８年１０月１日から同年１２月３１日まで
	金〇〇〇〇円

	令和９年１月１日から同年３月３１日まで
	金〇〇〇〇円


２　前項の規定にかかわらず，公園条例の改正等により，使用料の下限となる単価が改定された場合，甲は前項の使用料の額を見直すことができる。
　（支払等）
第１０条　支払は，甲が年度毎に発行する納入通知書に定めるところにより行うものとする。
２　乙は，前項の納入通知書に記載された納期限（以下「納期限」という。）までに使用料の支払をしないときは，延滞金として甲が一定の基準により計算した金額の金銭を甲に納付しなければならない。
３　乙は，この協定によって生じる金銭の給付を目的とする甲の債権の保全上必要が生じ，甲が乙に対しその業務若しくは資産の状況に関して質問し，帳票類その他の物件を調査し，又は参考となるべき報告若しくは資料の提供を求めたときは，それらに応じなければならない。
　（光熱水費等）
第１１条　設置管理許可に付帯する諸設備の使用に必要な電気等の経費は，使用料とは別に乙が負担するものとする。
　（費用負担）
第１２条　有料時間貸駐車場の設計，整備，運営，維持管理，修繕及び撤去等にかかる費用は，乙の負担とする。
　（売上金の還元）
第１３条　乙は，柏ふるさと公園駐車場における売上金の総額が一定の基準の額（以下「基準額」という。）を超えた場合には，甲に対し，売上金の還元を行うものとする。基準額は年間８００万円（税込）とし，還元する金銭（以下「還元金」という。）の額は基準額を超えた金額の２分の１に相当する額とする。なお，還元金の額の算出に当たっては，千円未満の端数は切捨てとする。
２　前項の規定による還元金及びその計算の基礎となる基準額の集計は年度単位で実施するものとする。
３　甲は，事業報告書によって提示された売上金の額に基づいて還元金の額を算出し，当該算出した額を，該当年度の３月分に係る事業報告書の提出があったときから速やかに，乙に対し，書面にて通知するものとする。
４　乙は，前項の通知を受けたときから３０日以内に，甲の発行する納入通知書に定めるところにより，当該通知のあった還元金を納付しなければならない。
　（行為の禁止）
第１４条　乙は，事業区域内において，次に定める行為を行い又は第三者に行わせることはできない。
　(1) 他者の駐車利用の妨げとなる駐車行為

　(2) その他駐車目的以外での利用
　（工作物設置の制限）
第１５条　乙は，設置管理許可によって甲が設置を許可した物件を除き，事業区域に工作物その他の物件又は施設を設置することができない。ただし，都市公園法第６条第１項の規定によって甲が占用を許可したものは，この限りではない。
　（私権の制限）
第１６条　乙は，本協定の締結により生じる権利について，第三者に譲渡若しくは転貸し，又は担保として提供することはできず，承継させてはならない。ただし，あらかじめ書面によりその内容を明らかにして甲の承認を得たときは，この限りでない。
２　乙は，事業区域内の敷地について，借地権その他のいかなる権利も主張できない。
　（委託等の禁止）
第１７条　乙は，本事業の全部又は大部分を一括して第三者に委託し，又は請け負わせてはならない。ただし，あらかじめその内容を明らかにして甲の承認を得たときは，この限りでない。
２　乙は，本事業の一部を第三者に委託する場合は，事前に書面をもって甲へ申請し，甲の承認を得なければならない。
　（損害賠償等）

第１８条　乙は，その責めに帰する事由により，管理物件を滅失し，又は毀損したときは，当該滅失し，又は毀損したことによる損害に相当する金銭を，損害賠償として甲に支払わなければならない。
　（第三者への損害賠償）

第１９条　乙は，本事業の実施に当たり，乙の責めに帰する事由により第三者に損害を与えたときは，その損害を賠償しなければならない。
２　乙は，前項に定める内容その他損害賠償義務等を履行するため，損害賠償責任保険その他の保険にあらかじめ加入しなければならない。
　（協定の解除等）
第２０条　甲は，乙が次の各号のいずれかの事由に該当すると認めるとき又は都市公園法第２７条の規定によって甲が乙の設置管理許可を取り消したときは，乙に催告することなく，直ちに本協定を解除することができる。
(1) 乙が，本協定，設置管理許可の許可条件又はその他関係法令等に違反する行為を行ったときのほか，本協定に定める債務を履行しないことが明らかなとき。
(2) 乙が，銀行取引停止処分を受け，又は破産，民事再生若しくは会社更生法の手続きの申立てを受け，若しくはこれらの申立てをしたとき。
(3) 乙が，仮差押，仮処分，強制代執行若しくは競売の申立てを受け，又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4)乙又はその役員等（乙が法人である場合はその役員又は支店若しくは営業所（常時協定を締結する事務所をいう。）の代表者を，乙が団体である場合はその代表者，理事その他経営に実質的に関与している者をいう。）が，暴力団又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。
(5) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員が乙の経営に実質的に関与しているとき
(6) 乙又はその役員等が自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用しているとき。
(7) 乙又はその役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与しているとき。
　(8) 乙又はその役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
　(9) 乙又はその役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
２　乙は，前項の規定によって本協定を解除された場合に，甲に対し，既納の使用料の還付，損失補償，損害賠償その他金銭の支払いを求めることはできない。
３　乙は，第１項の規定により，この協定を解除された場合においては，甲の受けた損害を賠償しなければならないものとする。
４　甲は，設置管理許可期間中に，甲において事業区域を公用又は公共用に供するため必要を生じたときは，催告をしないで，この協定を解除することができるものとする。
５　乙は，前項の規定によりこの協定を解除された場合において，乙に損失が生じたときは，当該損失の補償を甲に請求することが　できるものとする。
　（実地調査等）
第２１条　甲は，本事業について，必要に応じて，乙に対しその使用状況について報告若しくは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。この場合において，乙は，これに協力しなければならない。
　（原状回復の義務）
第２２条　乙は，本事業の期間が満了したとき又は設置管理許可の取消し等の事由によって本事業が期間満了前に終了したときは，乙の負担において本施設を速やかに設置管理許可を得た以前の原状に回復しなければならない。ただし，経年劣化や，乙の故意又は過失によらないもの，又は甲が原状に回復しないことを承認したときは，この限りではない。
２　乙が，前項の規定により原状を回復する場合には，その内容，方法等について事前に書面により甲に申請し，甲の承諾を得なければならない。
３　乙が，第１項の規定による原状の回復を行わない場合には，甲は，乙に代わりにこれを行い，乙に当該回復に要した費用を請求することができる。
４　前項の規定により，乙が損害を受けることがあっても，甲はその賠償の責めを負わないものとする。
　（協定の費用等）
第２３条　乙は，この協定の締結に関し，必要な一切の費用を負担するものとする。
　(協定不適合責任)
第２４条　乙は，本物件を現況有姿のまま賃借するものとし，引渡し時点において，本物件が乙の利用目的に適合することについて，甲は一切の保証をしない。
２　乙は，引渡し後，本物件に協定不適合があることを発見した場合でも，甲に対し，修補，代替物の引渡し，代金減額，損害賠償，契約解除その他一切の請求を行うことができない。
３　前項にかかわらず，甲の故意・重過失により本物件に著しい欠陥が存在する場合に限り，乙は甲に対して修補を求めることができる。ただし
　(1) 乙は当該欠陥を知った日から７日以内に書面で通知しなけれ
　　ば請求できない。
　(2) 修補の方法・範囲・時期は全て甲が決定する。
　(3) 修補が不可能または著しく困難な場合でも，乙は賃料減額，
　　損害賠償，協定解除を請求できない。
４　甲は，本物件の使用に伴い生じた乙または第三者の損害(営業損失，逸失利益，設備損傷等を含む)について，一切の責任を負わない。
５　本条は，本協定終了後も効力を有する。
　（修繕義務等）
第２５条　甲は，本施設の使用に必要な修繕をする義務を負わないものとし，第９条に定めるもののほか，本施設について維持，保存及び改良その他の行為をするため支出する費用は，すべて乙の負担とする。
　（届出義務）
第２６条　乙は，次に掲げる事由が生じた場合，直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1) 乙の本店所在地，主たる事業所の所在地又は商号を変更したとき。
(2) 乙が，銀行取引停止処分を受け，又は破産，民事再生，会社整理若しくは会社更生法の手続きの申立てを受け，若しくはこれらの申立てをしたとき。

(3) 乙が，仮差押，仮処分，強制代執行若しくは競売の申立てを受け，又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 乙が，本事業の実施に当たり，第三者との間で紛争を生じ，又は第三者に損害を与えたとき。
(5) 乙が，本事業の実施に当たり，地震，火災，風水害，盗難，その他の事由により，甲又は乙が損害を被ったとき。
　（紛争解決方法）
第２７条　前各条に定めるもののほか，本事業の実施に関する紛争については，甲乙両者で解決に当たるものとする。
　（本協定の変更）
第２８条　甲及び乙は，本事業の実施に当たって管理業務の変更の必要その他特別な事情が生じたと認めるときは，甲乙協議し，合意の上，本協定を変更することができるものとする。
　（秘密の保持）
第２９条　乙は，この協定に関して知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏らしてはならない。この協定が終了した後も，同様とする。
　（疑義の決定）
第３０条　本協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に定めのない事項については，甲乙協議の上，これを定めるものとする。
　本協定の締結を証するため，甲及び乙は，本書を２通作成し，それぞれ記名押印の上，その１通を保有する。
　　令和８年〇月〇日
　　　　　柏市柏五丁目１０番１号
　　甲　　柏市
　　　　　柏市長　　太　田　和　美　　　　
　　　　　〇〇〇〇〇〇〇〇
　　乙　　〇〇〇〇〇〇〇〇
　　　　　〇〇〇〇〇〇〇〇
別表（第３条）
	種類
	内容
	負担者

	
	
	甲
	乙

	募集要領等
	募集要領等に誤りがあったために生じる損害
	●
	

	利用者対応
	利用者からの苦情対応及び利用者間によるトラブル等への対処
	
	●

	近隣住民等の対応
	近隣住民等（利用者を除く。以下同じ。）から本事業の実施及び利用者に対する苦情への対応，又は利用者と近隣住民等の間におけるトラブル等への対処
	
	●

	甲に対する損害賠償
	乙の故意又は過失により甲に損害が発生したとき
	
	●

	乙に対する損害賠償
	甲の故意又は過失により乙に損害が発生したとき
	●
	

	第三者への損害賠償
	乙の故意又は過失により，乙が所有及び管理する施設又は物件を原因として，第三者（近隣住民等及び利用者を含む。以下同じ。）に損害が発生したとき
	
	●

	
	甲の故意又は過失により，甲が所有及び管理する施設又は物件を原因として，第三者に損害が発生したとき
	●
	

	
	上記以外の場合
	●
	●

	不可抗力
	災害等による・施設設備の復旧費及び管理業務の履行不能
	協議事項

	事業の変更，中止，延期
	乙の都合によるもの（業務放棄，倒産を含む）
	
	●

	
	甲の指示によるもの（資機材の撤収費を除く）
	●
	

	事業区域内の修繕等
	乙の責めに帰すべき事由による場合
	
	●

	
	甲の責めに帰すべき事由による場合
	●
	

	
	第三者が乙の設置した物件を汚損又は破損した場合に係る修繕，取替等
	
	●

	
	第三者が甲の管理する本施設（舗装を含む。）又は物件を汚損又は破損した場合に係る修繕，取替等
	
	●

	
	上記以外の場合
	●
	●

	光熱水費
	設置管理許可により乙の本事業の実施に伴って発生する電気代その他の光熱水費
	
	●

	保険加入
	第１９条第２項の規定による乙が加入する各種保険の保険料
	
	●
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